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【特定非営利活動法人なごみの里】・
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"第 1条

(事務所)

第2条
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(目 的)

第3条

この法:人は、主たる事務所を1東京都北区志茂五丁目6番 6号に置く。

この法人は、前項のほか、従たる事務所を千葉県富塁市七榮

"番
地πに置く。

第鋼「  目働及び事寒

この法人はゞ共生の朦理に用り、市民●燿と相互議助の精神0もと、竜着

男女む口わず平和で彙かな社会生活を目指すため、詢い者に着して偉彙作

り、生き甲隻作り等の分瞳にロナ4イ ングーネット奪を網用した分

餞
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露4章 役員及び職員
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4.菫事は、理事又はこの法人の職員を摯ねることができなιヽ。
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(任鶏等)

"“
条 役員の饉鶏R2年 とする.ただし、再任を妨げない.

2,a欠のため、又は増員によつて

“

任した徴員の任颯は、それぞれの曽

任奢又は獨任eの任鋼の機存綱口とする.

8:.役員は、」闇雲‖盤颯口T■においても、螢像者が
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第 17彙 理事スは■事のうち、その庭数の3分の■‖ える者が欠けたときは、、
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(■日0
第19条

籠曰

常23条

役員は、その綸数の3分の1以下の籠日内で欄目を受けること撃で奪

るざ
2_役員には、その口薔櫛 するために要した費用を弁債することがで

きる.                          f
3.歯 2項に口し必要な1中口亀●会の饉決を撻て、理事長が鵬に定めら.

は 動

第鋤 彙 この法人にで■嘔出長そ
…

■を置く
2.嗅員は、理市長が僣ロトする。

第5章 綸会

G■D
第21条 この法人の議鋼ミ 通常

"禽
及び自崎腱会の21ロロとする。

傷 n
第
"条

綸合は、二会員をもつけ る.

1
｀
フ′ “

会は、以下の事項についけ る。
‐      ´

(↓ )■ヨ女の層口E
(2)翻臓

(3).イトIF                    、‐、
(4)■り腱

'日

自口L工澤嗜Eヨヒ1管4撃][U鴫ごそ
`D」

にコE  ・
｀
            1‐ J

(5)…
…(6)i役員の日離E又は1序僣賦 1目|口Lて日田日日            ‐`

(7)ス会金及び会費●薇              ― ・・
・

(3)僣入金 (その

…

の収入をもって債轟する燿編織人とを除く、

第m条において日じ)その●新たな麟謗の食鋼農ぴ構層の燎栞

(0)■嗜局の自日L員びヨ階        ..・
(10)その色運営に目する■宴事項
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第 2■条 通諭陸創ヽ

…

1日■億す0.

つ .臨時豫鉗菫 次の各号の―に餞当する場合に日債する。

(1〕 理事会が必要と椰め、召集の饉彙をしたとき.‐

(2)=会員鶴重の5分の1以上から塾日の目的である事項を目崚した

害面をもつて招彙の■求があったとき.

(3)第 15彙第4項第4… により、菫事か麟鵬彙があったとき.

`招

鋤 .・
         ・ ・

第%条 静会餞 第

“

彙第21購 3号の場合構 き、襲 晩碑臼

“

.

2.理3長は、1靭4彙第2項第■■及び第2… よう

"あ
つた

ときは、その日から14日以内に出哺

“

会●籠集しなければならない.

3.綸会

"る
ときは、会日の口時、11露、目的及0嗜目H口頭を■日臓

した●口をもつて、少なくとも5日曽までに通知しなければならない。

0鋤                        ・・

第 26条 鯰会の日晨は、その静会において、出自した二会員の中から選出する。

掟剛脚

第 27条 単由はこ二会員鋳臓の2分の1以上の出席がなければ日会十ることがで
‐

きない.
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皓
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0由D
第m条

4.綸会の口決について、特口の利害籟障を有するコ会員は、その饉序の書

決に加わることができなし、
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離 す囀 事項
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‐
る:事項
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ヽ t●口から14ロロ内

―

し0ければならか 、

3.理事会をお彙するときは、会■p口時け場所、目的及び中申 を目摯

_した書薔をもうて、日■の日の少なくとも5日首までに通ほしなければ

ならなし、      .・

0日0
第毬彙 理事会
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色事長がこれにあたる。
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■7章 贅菫及嘲

G瞳の嘔10
第30彙 この法人の資壼は、次の各尋に■げるものをもつけ る。

(■ ),立当初の階童目録に■●された1蒟E
(2)入金金及び会費      ‐・

(3)害付金品

(4)財産から生じる収入

(5)■日騰に11手 うOυヒ

(6)その色の収入

Q:産の■日D
第

“

条 ta朦人●贅いは

…

し、その出い、●

"増
■H“、

■■■■口■奮●3.

崚計の1園り

第 41条 この法人の剣田ヽ 1瀾E"練靖・号に自‖デる鷹目に書つて行うものと

する.

“

嘔ロロ及m
第42条 この法人の事業針■及びこれに伴う収支予算は、

‐
理事長が作成し、■会

の磁決を軽なければならなら

僣瞳 ::調D
第儡彙

"彙
の燿定にかかわらず、やむ雛 い理由により予算が成立しな

いときは、日劇■|=理事会の日決セ饉て、

…

の日ま

―度の予算に準じ収入支出することができる.        ・
.

2.苗項の収入支出は、新たに成立した予算の象入支出とみなす:

(予●安の議定及び使用)
｀ .第4`条

…

は予算外の支出に力てるため、予算中に子薔費を臓ける
‐   ‐ことができる。

2.予●■を使用するときは、理事会の日臓を饉なければならない.
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(予算の出な及
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・ 第45条

… “

勲む目副い■隕 J畦したときは、

“

会の増決を饉

て、
一

の遠加ヌ崚買
=を

することができる.
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第 47条
‐
この法人の導彙年武は、毎年4月 1目に競まり、憂年3月 3■ 日に

蟄わる。
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(■嘲の制 D
第 48条 予算をもって定めるもののほか、倍入金の僣入れその仕麟たな薔書の負

担をし、又は構劇の数栞をルようとするときは、綸会の自決を饉なけれ

ばならない.     _‐        _

第3章 滝枷朝回臥 鮨餞及び●弁
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(4)合併

(3)1ロロ

(0)所中

"●

■●口●●●り●し

出藤■

“

焙由は ,こ■申L^,自口け0と●は、■全員瞑■
").4,OI● コLL●■●●●むけれにな0なιヽ

・

.'■獨
"1"疇

歯●より●●ナるとo■ 躙●″,口●●●●サぉだ
ならなしヽ                        ・

=

2.

3.

' ′

ψ

‐gn耐震の嬌口)‐

第51条 .この法人が鮨晨

“

腸口‖口口による御贅を臓く)したときに■書する1貯

露は、日に帰属するものとする。

`●

|,)~"“

`こ
0-0し ようとするときは、●●において■●■●●04

・ 1●●)|●■0申ヽ

"Lか
つ、コ田●■C旧口E●41なり,uCなら●|ヽ

第9章 公書の方法

(公告の:崩D
お田 条 この法人の公告は、この法秦0■赤彗に彙示するとともトインタ‐ネッ

トホームベージに綱崚して行う.

第■0章 .苺甲

0闘
・第

“

条 この自欧の鮨行について必要な颯目に、理事会0■決を饉て、1理事

長がこれを定める。

附  則

1 この定餞は、この法人の成立の口から着討する.
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2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする.

理事長  高橋 和子
・
専務理事 長谷川 慶―

理 事  ・木村 義彦

監 事  小日切 芳雄

この法人の設立当初の役員の任期は、第 16条第 1項の規定にかかわらず、

この会の成立の日から平成 19年 6月
"日

までとする。

この会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 42条の規定にかかわらず.

.設立総会の定めるところによるものとする。           ‐・

この会の設立当初の事業年度はご第 4ケ
´
条の規定にかかわらず、この法人の

成立の日から平成 18年 3月 31日までとする。

この会の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲

げる額とする。
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(1)正会員

①入会金

②年会費

2,000円
6,000円
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轍 非営利勘 法人な ごみ の里

鐸キ長 うみ  ヤ吾


